
 
 

                                      

                      

県
教
委
は
、
昨
年
度
４
年
ぶ
り

に
「
教
職
員
の
勤
務
実
態
調
査
」

を
し
、
そ
の
結
果
と
平
成
25
年

度
か
ら
行
っ
て
き
た
「
勤
務
時
間

の
適
正
化
新
対
策
プ
ラ
ン
」
の
と

り
く
み
に
つ
い
て
ま
と
め
、
新
た

に
「
教
職
員
の
勤
務
時
間
適
正
化

推
進
プ
ラ
ン
」
を
発
表
し
ま
し

た
。 推

進
プ
ラ
ン
は
、
平
日
１
日
あ

た
り
の
超
過
勤
務
時
間
は
平
成

24
年
度
と
の
比
較
に
お
い
て

「
実
質
的
な
変
化
は
見
ら
れ
な

か
っ
た
」
と
超
過
勤
務
縮
減
が
全

く
進
ん
で
い
な
い
こ
と
、
平
均
で 

 

                      

１
日
あ
た
り
、
小
学
校
で
は
３
時

間
７
分
、
中
学
校
で
は
３
時
間

31
分
の
実
質
超
過
勤
務
が
あ
る

こ
と
を
報
告
し
て
い
ま
す
。
こ
の

数
字
は
１
ヶ
月(

４
週
20
日)

に

す
る
と
、
小
中
学
校
と
も
に
60

時
間
を
は
る
か
に
超
え
る
数
字

に
な
り
、
教
職
員
の
厳
し
い
勤
務

実
態
が
改
め
て
明
ら
か
に
な
り

ま
し
た
。
ま
た
、
休
日
の
超
過
勤

務
を
含
め
る
と
、
報
道
で
言
わ
れ

て
い
る
通
り
、
中
学
校
で
は
過
労

死
ラ
イ
ン
と
言
わ
れ
る
超
過
勤

務
80
時
間
を
超
え
る
異
様
な
実

態
も
わ
か
り
ま
し
た
。 

 

              

今
回
の
緊
急
ア
ン
ケ
ー
ト
は
、

長
時
間
過
密
労
働
の
原
因
は
何
な

の
か
、
ま
た
、
そ
の
解
決
の
た
め

に
は
何
が
必
要
な
の
か
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま

す
。 

                    

             

「
ゆ
と
り
を
も
っ
て
子
ど
も
た
ち

と
接
し
た
い
」 

「
や
り
が
い
を
も
っ
て
人
間
ら
し

く
働
き
た
い
」 

「
ゆ
っ
く
り
テ
レ
ビ
を
見
た
り
読

書
を
し
た
り
し
た
い
」 

「
休
み
の
日
は
映
画
に
行
っ
た
り
、

ド
ラ
イ
ブ
を
し
た
り
、
お
出
か
け

を
楽
し
み
た
い
」 

こ
の
よ
う
な
教
職
員
と
し
て
、

人
間
と
し
て
当
た
り
前
の
願
い
が

実
現
す
る
よ
う
に
私
た
ち
の
働
き

方
を
ご
一
緒
に
考
え
ま
し
ょ
う
。 

 

す
べ
て
の
学
校
・
職
場
で
教
職

員
が
安
心
し
て
生
き
生
き
と
子
ど

も
た
ち
の
教
育
に
と
り
く
め
る
こ

と
は
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
は

か
け
が
え
の
な
い
教
育
条
件
で
す
。

組
合
の
所
属
の
違
い
を
超
え
、
管

理
職
も
一
緒
に
、
働
き
や
す
い
学

校
を
つ
く
る
こ
と
に
力
を
合
わ
せ

て
と
り
く
む
こ
と
を
心
か
ら
呼
び

か
け
ま
す
。 

 

 

号外 
長時間過密労働解消の 

討議資料 

『こ
れ
が
原
因
、
わ
た
し
の
長
時
間
労
働
。
こ
れ
が
必
要
、
解
決
の
た
め
に
！
』
緊
急
ア
ン
ケ
ー
ト
に
ご
協
力
を
！ 

兵
庫
教
組
は
６
月
３
日
に
行
わ
れ
た
第
57
回
定
期
大
会
で
、
超
過
勤

務
の
縮
減
に
向
け
て
、
緊
急
ア
ン
ケ
ー
ト
「
こ
れ
が
原
因
、
わ
た
し
の

長
時
間
労
働
。
こ
れ
が
必
要
、
解
決
の
た
め
に
！
」
に
と
り
く
む
こ
と

を
確
認
し
ま
し
た
。
長
時
間
労
働
の
原
因
を
解
明
し
、
県
教
委
・
地
教

委
に
私
た
ち
の
声
を
届
け
、
教
職
員
が
生
き
生
き
と
働
け
る
学
校
を
共

に
創
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

超
過
勤
務
縮
減
は
進
ま
ず
！ 

小
中
学
校
と
も
に
平
均
で
月

60
時
間
超
え
！ 

平日の超過勤務の実態(１日あたり) 
 小学校 中学校 
残業時間 ２：２４ ２：４９ 
休憩時間内 ０：１４ ０：２０ 
持ち帰り ０：２９ ０：２２ 
合計 ３：０７ ３：３１ 

休日の超過勤務の実態(１日あたり) 
 小学校 中学校 
職場 ０：２３ ３：４３ 
持ち帰り ０：２８ ０：３２ 
合計 ０：５１ ４：１２ 

 

超
過
勤
務
の
原
因
を
明
ら
か
に
し
て
、
実
効
あ
る
勤
務
時
間
改
善
を
！  



    

県
教
委
は
、
記
録
簿
に
つ
い
て
、

今
年
度
か
ら
出
退
勤
時
間
を
入

力
す
れ
ば
、
そ
れ
に
伴
い
超
過
勤

務
時
間
が
自
動
計
算
さ
れ
る
様

式
に
改
め
ま
し
た
。 

「
１
ヶ
月
の
超
過
勤
務
が
自

動
計
算
さ
れ
な
い
こ
と
」
な
ど
不

備
が
あ
る
こ
と
も
判
明
し
て
い

ま
す
が
、
出
勤
時
刻
と
退
勤
時
刻

を
記
録
す
れ
ば
、
教
職
員
の
勤
務

時
間
把
握
が
一
定
行
え
る
よ
う

に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
問

題
に
な
っ
て
い
た
「
割
振
対
象
業

務
か
ど
う
か
」
に
関
係
な
く
、
す

べ
て
の
時
間
外
勤
務
が
記
録
さ

れ
る
よ
う
に
も
な
り
ま
し
た
。 

県
教
委
は
昨
年
の
確
定
交
渉

で
「
勤
務
時
間
管
理
は
、
地
教

委
・
管
理
職
の
責
務
」
と
明
確
に

回
答
し
ま
し
た
。
自
己
申
告
と
い

う
形
に
な
り
ま
す
が
、
私
た
ち
の

超
勤
実
態
を
記
録
簿
で
明
ら
か

に
し
、
そ
れ
を
も
と
に
超
過
勤
務

を
是
正
さ
せ
る
と
り
く
み
を
す

す
め
ま
し
ょ
う
。 

     

超
過
勤
務
の
解
消
の
第
１
歩
は
、
適
正
な
勤
務
時
間
の
把
握
か
ら
！ 

 

従事内容 従事内容 従事内容

～ ～ ～

～ ～ ～
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～ ～ ～

～ ～ ～

～ ～ 17:00 ～ 18:45 ⑬

～ ～ ～

～ ～ ～
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～ ～ ～

～ ～ ～

～ ～ ～
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～ ～ ～
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7:45 ～ 8:00 ⑬ ～ ～

～ ～ ～

～ ～ ～

～ ～ ～

8:00 ～ 12:00 ⑩ ～ ～

～ ～ ～

合計① 0時間　　00分

計

４月

出勤時刻

正規の勤務時間以外の勤務記録

退勤時刻
超過勤務
時間

定

時

退

勤

日

等月　　　日 従事時間 従事時間 従事時間

第　１　週

0時00分 0時間00分

勤務時間開始前 休憩時間 勤務時間終了後 割振対象
時間合計

3月26日
0時00分

0時間　　00分

(月)

勤務を要しない日

3月27日
8時15分

0時間　　00分

(日)

16時45分 0時間00分

(火)

勤務を要する日

3月28日
8時15分

0時間　　00分

18時45分 1時間45分

勤務を要する日

0時間　　00分

16時45分 0時間00分 ☆
3月29日

8時15分(水)

勤務を要する日

(木)

勤務を要する日

3月30日
8時15分

0時間　　00分

16時45分 0時間00分

(金)

4月1日
8時00分

0時間　　00分

12時00分 4時間00分

16時45分 0時間15分

(土)

勤務を要しない日

3月31日
7時45分

0時間　　00分

勤務を要する日

0時間　　00分 0時間　　00分

超過勤務
時間合計

6時間00分

週間時間外勤務(①-②) 月　間　累　計　
校長印

部活動指導

定時退勤日

新記録簿 Q&A 
これまでに兵庫教組が県教委と確認してきた内容の抜粋です。 
Q1 管理職が昨年までの様式でもいいと言っていますが。 

A1 県教委は「地教委・管理職には新しい様式を使って職員の勤務時間把握を行うように」と言っています。 

Q2 管理職が「超過勤務が月８０時間を超えるような場合は、書き直してほしい」と言いますが。 

A2 明らかに間違いです。県教委は実態通り記録するように言っています。 

Q3 休憩時間に従事した場合はどう書くのですか。 

A3 これも、実態通り書いてください。 

Q4 休日の部活動も記録していいのですか。 

A4 もちろん記録して下さい。  

Q5 ☀マークや☽マークをクリックできなかった時はどうするのですか。 

A5 時刻は後からいつでも手入力できます。 

Q6 出張で早く学校を出た場合はどう記録するのですか。 

A6 出張の翌日に出張業務の終了時刻を手入力してください。 

 

記録簿のことで不明な点は最寄りの全教組合事務所、または直接兵庫教組書記局へおたずね下さい。

兵庫教職員組合 ０７８－３６７－３６０２ 

 


